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１．場  所  おいらせ町役場分庁舎 

２．開会期日  令和 ５年 ６月 ９日（金）午後 ４時５５分 

３．閉会日時  令和 ５年 ６月 ９日（金）午後 ５時４０分 

 

４．出席委員    

１番 日ヶ久保 浩幸 君      ２番 馬場 武雄 君    ３番 日ヶ久保 亨 君 

４番 玉川 勉 君      ５番 沼  廣志 君     ６番 久慈 弘子 君 

７番 吉田 良紀 君     ８番 袴田 光雄 君    １０番 松本 一弥 君 

１１番 柏崎 幸子 君    １２番 坂井田  進 君   １３番 袴田 信男 君 

１４番 上久保 辰視 君    １５番 久保田 信一 君  １６番 川口 勉 君 

１７番 成田 健義 君    １８番 名古屋 誠一 君    １９番 松林 勝智 君 

 

５．欠席委員 

  ９番 佐々木 明博 君 

 

６．会議に付した事件 

（１）報告第 6号 農地法第 3条の 3第 1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の権利取得の届出に

ついて 

（２）報告第 7号 地目変更登記に係る照会に対する回答について 

（３）議案第 11号 農地法第 3条第 1項の規定に基づく農業委員会の許可について 

（４）議案第 12号 農地法第 4条第 1項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

（５）議案第 13号 農地法第 5条第 1項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

（６）議案第 14号 おいらせ町農用地利用集積計画の決定について 

（７）議案第 15号 農地中間管理事業に係るおいらせ町農用地利用集積計画（一括方式）の決定に 

ついて 

（８）議案第 16号 農地中間管理事業に係るおいらせ町農用地利用集積等促進計画（再配分）の決定に 

ついて 

（９）報告第 8号 令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況 

について 

 

７．会議録署名委員 

７番 吉田 良紀 君、８番 柏崎 光雄 君 

 

８．会議事件の説明および職務のため出席したもの 

 おいらせ町農業委員会 局長 西舘 道幸  次長 川口 嘉大  主任主査 尾駮 淳  

 

９．書  記   主任主査 尾駮 淳



開会 午後４時５５分 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

（修  礼） 

 

ただ今から令和５年度第３回総会を開催します。 

ただ今の出席委員数は、１９名中 １８名であり定足数に達して

おりますので、総会は成立いたします。 

なお、９番 佐々木 委員については、欠席のむね連絡がありま

したのでご報告いたします。 

それでは、おいらせ町農業委員会総会会議規則第１３条第２項に

規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくこと

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、７番 吉田 良紀 委員、８番 袴田 光雄 

委員にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には事務局職員の尾駮主任主査を指名いた

します。 

 

では、これより報告事項に入ります。 

報告第６号「農地法第３条の３の規定に基づく農地又は採草放牧

地の権利取得の届出について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、報告第６号について説明します。 



 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案書の１－１から１－５ページをご覧ください。 

本件は、相続等により農地を取得した者が、農業委員会に届出を

したものであり、内容については記載のとおりです。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

 

（質疑・意見なし） 

 

特にないようですので、報告第６号は報告済みとさせていただき

ます。 

次に、報告第７号「地目変更登記に係る照会に対する回答につい

て」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、報告第７号について説明します。 

議案書の２－１から２－２ページと、資料１をご覧ください。 

照会は３件であり、内容については記載のとおりです。農業委員

及び事務局職員で行った現地調査の結果を回答しております。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 



 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありませんでしょうか。…ないですか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

特にないようですので、報告第７号は報告済みとさせていただき

ます。次に議案事項に入ります。 

議案第１１号「農地法第３条第 1項の規定に基づく農業委員会の

許可について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、議案第１１号について説明します。 

議案書の３－１と３－２ページをご覧ください。 

今月の農地法第３条許可申請は、１議案６件であり、所有権移転

が６件です。 

番号１は、売買による所有権移転です。 

資料２をご覧ください。 

譲渡人は       、譲受人は             

      。 

土地の所在は 鶉久保山      、地目は畑、面積は８，５７

０平方メートルとなっております。 

 

番号２は、売買による所有権移転です。 

資料３をご覧ください。 

譲渡人は     、譲受人は     。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の所在は 深沢平      外３筆、地目は田、畑、面積は

合計１０，９７１平方メートルとなっております。 

 

番号３は、売買による所有権移転です。 

資料４をご覧ください。 

譲渡人は      、譲受人は     。 

土地の所在は 境田     外１筆、地目は畑、面積は合計 

１，２１６平方メートルとなっております。 

 

番号４は、贈与による所有権移転です。 

資料５をご覧ください。 

譲渡人は     、譲受人は    。 

土地の所在は 東前川原    外１筆、地目は畑、面積は合計 

９８５平方メートルとなっております。 

 

番号５は、売買による所有権移転です。 

資料６をご覧ください。 

譲渡人は     、譲受人は    。 

土地の所在は 阿光坊    、地目は田、面積は１，５７４平方

メートルとなっております。 

 

番号６は、売買による所有権移転です。 

資料７をご覧ください。 

譲渡人は     、譲受人は     。 

土地の所在は 木ノ下南      、登記地目は山林、現況地目



 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

は畑、面積は１，４３０平方メートルとなっております。 

 

申請書を精査した結果、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可基準の要件を満たしていると判断しました。また、この

申請において周辺農地への影響は認められません。 

以上で説明を終わります。 

 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

はい、ありませんでしょうか。ないですか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

質疑なしと認め、議案第１１号を原案どおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１１号を原案どおり決定いたします。 

次に、議案第１２号「農地法第４条第１項の規定に基づく農地転

用許可に係る意見について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 



（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 2 番 

（ 坂 井 田 委 員 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

それでは議案第１２号について説明します。 

議案書の４ページと資料８をご覧ください。 

申請人は     。 

土地の所在は、下前田    、地目は畑、面積は１２６平方メ

ートルです。用途、転用の事由は駐車場と資材置場となっておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの事務局の説明に関連して、調査員は調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

１２番 坂井田です。 

それでは、調査の結果について説明します。５月３０日に 名古

屋会長職務代理者、柏崎 委員、私、西舘事務局長、川口事務局次

長、尾駮主任主査の６人で調査を行いました。 

 

番号１の申請地は、申請人が隣地の耕作のため、駐車場と資材置

場を設置します。汚水は発生せず、雨水は側溝に流し、処理します。

周辺農地との地盤高は同一であることから、農地への影響はないと

考えます。 

 以上で説明を終わります。 

 

調査員からの説明が終わりました。 

つづいて、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、事

務局から補足説明をお願いします。 



 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

はい、議長。事務局長。 

番号１の農地区分は、用途地域内の農地であることから、第３種

農地と判断しました。 

申請者は、申請地の隣地を耕作しており、駐車場と資材置場を設

置します。第３種農地は原則転用許可となります。なお、すでに駐

車場にアスファルト舗装がされていることから、申請書に顛末書を

加え県に提出する予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

ありませんでしょうか。…ないですか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

 質疑なしと認め、議案第１２号を原案どおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１２号を原案どおり決定いたします。 

次に、議案第１３号「農地法第５条第１項の規定に基づく農地転

用許可に係る意見について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 



 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 2 番 

（ 坂 井 田 委 員 ） 

 

 

 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは議案第１３号について説明します。 

議案書の５ページと資料９と１０をご覧ください。 

番号１の譲渡人は    、譲受人は      。 

土地の所在は、木ノ下西       外１筆、地目は畑、面積

は合計６０２平方メートルです。用途、転用の事由は貸事務所の建

設となっております。 

 

次に議案書の番号２と資料１１と１２をご覧ください。 

譲渡人は    、譲受人は                

      。 

土地の所在は、立蛇    、地目は畑、面積は９７０平方メー

トルです。用途、転用の事由は太陽光発電設備敷地となっておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの事務局の説明に関連して、調査員は調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番 坂井田です。 

それでは、調査の結果について説明します。番号１の申請地は、

貸事務所を建設します。汚水は合併浄化槽で処理し、雨水は敷地内

で浸透させ、処理します。周辺は宅地化が進み、農地への影響はな

いと考えます。 



 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

番号２の申請地は、太陽光発電設備を設置します。汚水は発生せず、

雨水は敷地内で浸透させ、処理します。周りをフェンスで囲み、整

地のみであることから、農地への影響はないと考えます。 

以上で説明を終わります。 

 

調査員からの説明が終わりました。 

つづいて、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について、事

務局から補足説明をお願いします。 

 

はい、議長。事務局長。 

番号１の農地区分は、住宅の用に供する施設が連たんしている農

地であることから、第３種農地と判断しました。 

申請者は、会社の代表取締役を務めており、会社用の貸事務所の

建設を計画いたしました。選定にあたり、十分な面積を確保でき、

交通の便が良いことから本農地の申請となりました。第３種農地は

原則転用許可となります。 

番号２の農地区分は、用途地域内の農地であることから、第３種

農地と判断しました。 

申請事業者は、再生可能エネルギー発電事業を経営しており、申

請地が最適地であると判断し、太陽光発電事業を計画しました。第

３種農地は原則転用許可となります。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま



 

 

５ 番 

（ 沼 委 員 ） 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 番 

（ 沼 委 員 ） 

 

 

事 務 局 

す。 

 

 はい、５番 沼 です。 

 この議案第１３号のですね、番号２。太陽光発電とありますけど

も、この太陽光発電、色んなところに色んな太陽光発電ありますけ

ども、見てると草がぼうぼうのとこもあってですね。管理していな

いところあると思いますけども、そうなると周り近所の農地にです

ね、影響が出てくると思うんですね。そういうふうなのは、誰が誰

に指導して刈らせたりなんかするんですか。それ、ちょっと聞きた

いんですけど。 

 

 はい、沼 委員に質問に回答いたします。 

まず、農地法第５条の転用ということになると、「農地」から「非

農地」になるということになるので。「農地」じゃないという判断に

なりますので、農業委員会から直接指導するのはちょっと違うんじ

ゃないかなと思います。基本的には隣地とのトラブルは、個人間個

人、今ですと法人ですけど、個人と個人の話になるので、その二者

で話して解消していくことになると思われます。 

 はい、以上になります。 

 

 ということは、農業委員会で承認して、良いですよと言って、あ

とはもう任せっきりで当事者同士でやってくださいということな

んですね。 

 

 一応、農業委員会としては、完了届をもって「農地」から「非農



（尾駮主任主査） 

 

 

 

（尾駮主任主査） 

 

 

 

 

 

5 番 

（ 沼 委 員 ） 

 

1 6 番 

（ 川 口 委 員 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地」っていうことになります。農地転用が完了した土地については

管理しておりません。こちらからはやっぱりちょっと言うのはおか

しいかなということになります。 

 

※総会後、補足説明 

 隣地とのトラブルは、事務局がまったく、かかわらないわけでは

なく、所有者をしらべたり等アドバイスなどはできます。それぞれ

の案件によっても違いますが相談していただければと思います。基

本的には個人間で対応していただくことになります。 

 

 はい、わかりました。 

 

 

 議長。１６番 川口です。 

 今の沼 さんの質問に対して関連ですけども。この通り、農家で

あってもうちの農地相続はいらないよとか、そういうのがあちこち

聞こえているし、５年・１０年先には自分もそういうふうになるか

もしれない。その時に、せっかくパトロールとか何とかってやりな

がら、我々っていうのはそういうのに対して、全然その権限がない

というか。やっぱり、このままでいけば、誰も管理しない農地だけ

が増えてしまって。で、一番簡単にしゃべれば、そのままさらして

おいて、秋枯れてしまってってなると、ゴミの不法投棄とか、それ

から火事の原因となります。そういうこともあるので、農業委員会

の方から働きかけて、自分の所有する土地は管理するということを

条例とか何かで訴えていかないと、これは大変なことになるではな



 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

議 長 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

議 長 

 

1 6 番 

（ 川 口 委 員 ） 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

いかなと考えていました。 

 以上です。 

 

 許可するとき、指導はできないものかな。そういう。 

 

 もちろん、許可するときにはできますね。 

 

 

 まあ、条例はないけど。 

 

 ちゃんと管理してねっていう話はできると思います。 

 そのへんはやっていきたいと思います。 

 

 とりあえず、それ付け加えて、まず。今の状況ではね。 

 

 結局、書き物の約束だけで終わるかもしれないけども、何もして

ないと、もう農業委員会の範疇から外れたすけ、自分の土地だから

草ぼうぼうでもどんでもいかべって話になるかもしれない。 

 

 それはまず、付け加えて。強制ではないけども、迷惑をかけない

ように。 

 

 はい。 

 

 



議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あとはございませんでしょうか。…はい、いいですか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

 質疑なしと認め、議案第１３号を原案どおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１３号を原案どおり決定いたします。 

次に、議案第１４号「おいらせ町農用地利用集積計画の決定につ

いて」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、議案第１４号について説明します。 

議案書の６－１から６－３ページをご覧ください。 

おいらせ町長より、令和５年５月２６日付けで農用地利用集積計

画の決定を求められております。賃借権の設定が２件、売買が２件

となっております。 

これにより集積される農地は１９筆で、合計面積は５２，００９

平方メートルとなります。 

計画の内容につきましては、経営面積、従事日数など、農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。 

以上で説明を終わります。 



 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

はい、ございませんでしょうか。…はい、ありませんね。 

 

（質疑・意見なし） 

 

質疑なしと認め、議案第１４号を原案どおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１４号は原案どおり決定いたします。 

次に、議案第１５号「農地中間管理事業に係るおいらせ町農用地

利用集積計画一括方式の決定について」を議題とします。本議案の

中には、成田 健義 委員が当事者となっている事案がございま

す。議案第１５号 番号２０は、農業委員会等に関する法律第３１

条第１項に規定する「議事参与の制限」に該当しますので、成田 健

義 委員は退出をお願いいたします。 

 

（成田 健義 委員 退席） 

 

それでは、まず、成田 健義 委員が当事者となっている事案に

ついてを、事務局からの説明を求めます。 

 



事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

はい、議長。事務局長。 

それでは、議案第１５号 番号２０について説明します。 

議案書７－７ページをご覧ください。 

内容は、賃借権の設定が１件となっております。これにより集積

される農地は２筆で、合計面積は５，２２８平方メートル、設定期

間は５年間となります。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

ありませんか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

質疑なしと認め、本事案を原案どおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、本事案を原案どおり決定いたします。成田 

健義 委員の入室を認めます。 

 

（成田 健義 委員 入室） 

 

成田 健義 委員にお伝えします。本件は、原案どおり決定いた



 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 6 番 

（ 川 口 委 員 ） 

 

 

 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

 

しました。それでは、残りの事案について、事務局からの説明を求

めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、議案第１５号残りの事案について説明します。 

議案書の７－１から７－８ページをご覧ください。 

使用貸借権の設定が１６件、賃借権の設定が５件となっておりま

す。 

これにより集積される農地は４９筆で、合計面積は１１４，１５９

平方メートル、設定期間は２年から１０年間となります。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

 

議長。１６番 川口です。 

この１７番から２１番の「利用権の設定を受ける者」の     

    ってありますけども、どういうふうな事業をどういうふ

うにやっているかというのを、まず知っている範囲で教えてくださ

い。 

 

はい。川口委員の質問に対して回答いたします。 

ここに書いてある通り、十和田市で事業をされている法人の方に

なりまして。主にインターネット販売で農作物を売ったりとかいう

ので事業を行っており、今回おいらせ町にも拡大したいなという相



 

 

 

 

1 7 番 

（ 成 田 委 員 ） 

 

1 6 番 

（ 川 口 委 員 ） 

 

1 7 番 

（ 成 田 委 員 ） 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

談を受けて、こういう契約になりました。 

成田委員、他に詳しいことなんて…あれば教えていただければ、

私が知る限りだとこのくらいの情報です。 

 

主に無農薬で人参。借りたとこ全部、人参やってる。 

 

 

三本木谷地の方にも土地あるからどうですか。 

 

 

（阿光坊地区）にもまだ土地あるよな。  のもあるし。でもや

っぱり、無農薬だっていうから、それなりに草は刈らないといけな

いし。 

 

無農薬、草からねば、こまるんだ。 

はい、わかりました。あと、ございませんか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

質疑なしと認め、議案第１５号残りの事案を原案どおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１５号残りの事案を原案どおり決定い



 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

7 番 

（ 吉 田 委 員 ） 

 

 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

 

たします。 

次に、議案第１６号「農地中間管理事業に係るおいらせ町農用地

利集積等促進計画再配分の決定について」を議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、議案第１６号について説明します。 

議案書の８ぺージをご覧ください。 

内容は、賃貸借権の設定が１件となっております。これにより集

積される農地は１筆で、合計面積は６，０７４平方メートル、設定

期間は令和７年までとなっております。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受けま

す。 

 

はい。７番 吉田です。 

この（議案第）１５号と１６号、同じ農地中間管理事業なんです

けども、これはどういう違いがあるんですか。一括方式、再配分と

ありますけど。 

 

はい。吉田委員のご質問にお答えします。 

議案第１５号に関しては、出し手と受け手の間に中間管理が入る

ということで、一括で契約しますよということになります。 

議案第１６号の方は、最初に一括契約で、受け手の方と契約した



 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

んですけども、一回解約が入って、一度権利が中間管理機構の方に

戻った農地に対して、新たな受け手が契約するというのを「再配分」

というんですけども。それが議案第１６号になります。 

制度ができ始めた当初は、集積と配分と分かれていたのですけ

ど、それだと時間と手間がかかるよねということで、一括方式で何

年か前から契約されております。 

以上になります。 

 

よろしいですか。 

あとございませんでしょうか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

質疑なしと認め、議案第１６号は原案どおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議案第１６号を原案どおり決定いたします。 

次に、本日追加提案されました、報告第８号「令和４年度農業委

員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況につ

いて」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

 

事務局からの説明の前に、こちらの議案（報告）の内容につきま



（川口事務局次長） 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（川口事務局次長） 

 

 

 

 

 

 

 

して訂正がございますので、訂正とお詫びの方、させていただきま

す。 

こちらの３枚物でホチキスでとまっている本日配布した書類な

んですけども、この文書の中の一番冒頭の「令和５年度農業委員会

の農地利用の最適化の推進」の部分という表題なんですけど、これ

「令和４年度」の誤りです。令和５年度を令和４年度に訂正をお願

いします。申し訳ございませんでした。 

 

はい、議長。事務局長。 

それでは、報告第８号について説明いたします。 

別紙の、追加議案をご覧ください。 

本案は、農業委員会による最適化活動の推進等について定めら

れた農林水産省経営局長通知の規定に基づき、令和４年度におけ

る農地利用の最適化推進状況等について報告するものあります。 

その詳細につきましては、担当の次長より説明させます。 

 

はい、議長。 

それでは、先ほど申し上げました、この報告第８号別紙により

ご報告させていただきます。 

この別紙はあらかじめ定められた様式で、この様式の中で記載

をし、それで６月中に農業会議の方に提出するという形のもので

すが、その前に委員会の総会で、これを報告することが義務付け

られております。 

その中身ですけれども、事細かに結構大量、ページ数も５ペー

ジに渡って書いてあるんですが。概要を申し上げますと、まずは



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最適化活動の成果を目標にしたものの結果、そして最適化活動の

どのような活動をするかという目標にしたものの結果について、

こちらに記載するものです。 

で、成果に対する目標は、農地の集積状況。それからふたつ目

が遊休農地の発生防止の取り組み結果、そして三つ目が新規参入

の促進、新規参入の経営体があったかどうかっていうものの三つ

です。 

まずは農地の集積ですが、２ページ目をご覧願います。２ペー

ジ目上段の「農地の集積」の「①現状及び課題」と記載しており

ますが、これがあの目標を掲げた時点、令和４年４月１日時点の

数値と記載しておりますが、その現状で管内の農地が３,２３０ヘ

クタールのうち、これまでの令和４年４月１日時点、計画を立て

る時点の集積面積が２,１４９ヘクタールで、集積率が６６．５パ

ーセントであったという形で、令和４年度の目標を立てておりま

した。 

次に中段の表「②目標」なんですけども、令和４年度の目標に

ついては５１ヘクタールを集積の目標にして、これを達成した場

合、令和４年度末の集積面積の累計が２,２００ヘクタールになっ

て、集積率が６８．１パーセントという形で、これを目標として

おりました。 

③番の次の表に移ります。「実績」ですね、令和４年度の実績で

すが、集積面積の実績は６９ヘクタールとなりまして、面積的に

は目標を上まりました。その結果、集積面積の累計は２,２１８ヘ

クタールになりまして、集積率は６８．７パーセントとなってい

るところです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづきまして、（２）その下の遊休農地の発生状況なんですけど

も、そちらを飛んでいただいて、次のページ３ページ。色々記載

しておりますが、最終的にはこの「④その他」のところに集計が

書いてあるんですが、令和４年度の遊休農地の利用状況調査を踏

まえた上で、遊休農地の合計の面積は、１７９．１ヘクタールと

増えております。その内訳ですが、緑区分の遊休農地が７．１ヘ

クタール、黄色区分が１７２ヘクタールとなっております。 

このうち、また令和５年度も調査しますので、新たな遊休農地

も出るとは思うんですけども。荒廃度が高い、山林・原野化され

た農地を令和５年度中に、非農地判断の方の処理に移らせていた

だく予定になっております。それが何ヘクタールあるかわからな

いんですが、その処理をした上で遊休農地を減らしていきたいと

考えております。 

つぎは１番の（３）最後、新規参入なんですけれども、①の現

状及び課題、それから目標と書いてあるんですけども。最終的

に、この直近の数字を入れるところ、現状及び課題の①のとこ

ろ、令和４年度が１件も新規参入はありませんでした。この新規

参入というのが単にあの農家じゃなかった人が相続とか何かで農

地を取得するとかいったそういったものではなくて、きちんとし

た経営体として、農林水産課の方で対応した認定農業者に内容的

には当たるような参入形態ということですので、年に１件あれば

いいくらいの形で推移しております。 

次のページ、４ページになります。２、最適化活動の２番活動

目標なんですけども、農業委員・最適化推進委員の一人当たりの

月あたりの活動日数を６日ということで、目標としておりまし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。これは国で半ば強制的に６日以上にしろ、と言われるような

形のところで、ほとんどの市町村が６日でやっているところで

す。 

この（２）活動強化月間の設定というのは、まああとでご覧に

なっていただければ。こちらの配布させていただきますので、よ

ろしいかと思いますが、この通り農地パトロールとかですね、あ

とは事務局の方で山林・原野化された農地の調査をやったりとか

しておりました。 

あと人・農地プランの座談会の方なんですけども、目標は２月

だったんですが実際に行なったのは３月になったと、私、記憶し

ているんですけども。委員の皆さんも多数参加していただきまし

て、またこれからも、地域計画の中で話し合いというのが、今年

度の後半出てくると思いますので、そのときもまた改めてご出席

の方をお願いしたいと考えているところです。 

そして最後にですね、５ページ目の一番最後ですね、「点検・評

価結果」ってあるんですけども、これは皆さんからの活動記録簿

を拾った形の数字です。これを見ますと、目標のところを下回る

委員の皆さんの方がまだ多い感じではあるんですが。今後もです

ね、ちょっと毎度バタバタしていて、ちょっとまだ見たり、まあ

私も活動記録簿を今年度の分を見てはいないんですが、気が付く

点とか、皆さんにお声がけさせていただきたいと思って。で、そ

の結果をもって、無理なく増やしていっていただきたいなと思っ

ておりますので、ひとつよろしくお願いします。 

中身的にはそういった形のものを作成した上で、これで今日で

すね、皆様のご意見等を賜ったうえで、農業会議の方に６月中に



 

 

 

 

議 長 

 

 

7 番 

（ 吉 田 委 員 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（尾駮主任主査） 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

報告させていただき、また６月中にホームページにもアップした

いと考えております。 

以上です。 

 

はい、事務局からの説明が終わりました。皆さんからの質疑を受

けます。 

 

はい。７番 吉田です。 

まず、管内には３,２３０ヘクタールの農地があることを聞きま

した。そして集積されている面積は、去年度の目標とかそういう

のはそういうのは５１ヘクタールとか６９ヘクタールとあります

けども。今日の会議（総会）でもそうですけども、中間管理機構

使った集積面積と、基盤法ありますよね。それで今日、集積され

たのは何千何百平米になりました、とあるんですけど、私たちが

聞きやすいのはヘクタールで、省略してもいいですから、大体ヘ

クタールで口述してもらった方が聞きやすい。わかりやすいよう

にできないでしょうか。 

 

他の皆さんはどうですか。ヘクタールの方が聞きやすいです

か。 

 

ヘクタールの方がいいか。ば、小数点入ってもいいか。 

 

 

事務局はどちらでも対応できますので。 



（尾駮主任主査） 

 

事 務 局 

（西舘事務局長） 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

口頭の中で。 

 

議案書の中でじゃないですよね。 

じゃあ、口述の中で、ヘクタール、両方で話します。 

 

あと、ございませんか。…ないですか。 

 

（質疑・意見なし） 

 

それでは、報告第８号は報告済みとさせていただきます。 

以上で、本日の議案はすべて終了いたしました。 

これで、第３回おいらせ町農業委員会総会を閉会します。 

 

閉会 午後５時４０分 


